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重要事項説明書 
 

1． 事業所の概要 

 

事業所名 こ～ぷのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション 

所在地 仙台市青葉区桜ヶ丘 2－20－1 

電話：０２２－３０３－２０７１ 

提供可能サービス 訪問介護 

介護予防・日常生活支援総合事業（訪問介護型サ－ビス） 

介護保険事業所番号 ０４７５１００３５０号 

管理者氏名 木町 敏子 

サービス提供地域 仙台市 

 

2． 事業所の職員体制等 

 

職  種 人  員 

管理者（兼務）     1名 

サービス提供責任者  3名以上 

サービス提供職員 

 

        22 名  （常勤  7名   非常勤   15 名） 

  介護福祉士    14  名     2級ﾍﾙﾊﾟ－ 8  名 

 

3． 営業時間 

 

 営  業  日 12月 31 日～1月 3 日を除く全日 

サービス提供時間 午前６：００～午後１０：００     

窓口受付時間 午前９：００～午後 ６：００    

 

４．  当法人のサービス方針等 

 

私たちの所属する社会福祉法人こーぷ福祉会は、いつでも、だれでも安心して暮らせる社会を

目指しています。 

介護が必要な人にとって、体のケアだけでなく、心のケアも念頭においた利用者本位のケアプラ

ンが作成され、安心して介護サービスを受けられることが最も大切です。 

   私たちは、知恵と力をあわせ、良質な介護サービスの提供と健全な事業運営のためにいっそうの

研修にはげむとともに、情報を共有し、ネットワークを広げ、もって要介護者、又は要支援者と介護

者の人権擁護（尊重）、地域住民の福祉向上に資することを目指します。 

 

５．  サービスの内容 

 

〇 訪問介護サービス 

事業者は、訪問介護員(ヘルパー)が利用者の居宅を訪問して行う以下のサービスを提供 
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できます。 

  ➀ 入浴、排泄、食事の介助等の身体介護 

  ➁ 調理、洗濯、掃除等の生活援助 

  ➂ 生活等に関する相談および助言 

  ➃ その他利用者に必要な日常生活上の世話等 

ただし、医療行為に該当するサービスは、禁止されているため行いません。 

 

〇介護予防・日常生活支援総合事業（訪問介護型サービス） 

事業者は、本人が自力で家事等を行うことが困難であって、家族や地域による支えあいや 

     他の福祉施策などの代替サービスが利用できない場合について、適切なケアマネジメントに 

     基づきサービスを提供します。 

 

６．  サービス利用料及び利用者負担 

 

（1） 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として下記料金の１割～3割です。 

       ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

※下記の自己負担額の計算には端数処理（円未満端数がある場合は切り捨て）を 

行っているため、目安の金額となります。 

 

〇 訪問介護費 

  【 別紙 】 のとおり 

〇 介護予防・日常生活支援総合事業費（訪問介護型サ－ビス） 

  【 別紙 】 のとおり 

○ 初回加算 

    サービス提供責任者が初回もしくは初回から 1 ヶ月以内に、訪問介護を実施又は訪問介護  

に同行した場合には、初回加算として 200単位となります。 

○ 生活機能向上加算（Ⅰ） 100単位 

    ・訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテ－ションを実施している事業所又は、リハビリ 

テ－ションを実施している医療提供施設（原則として許可病床２００床未満のものに限る。）の

理学療法士、作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言（アセスメント・カンファレンス）を受

けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サ－ビス提供責任者が生活機能の向上

を目的とした訪問介護計画を作成（変更）すること 

・当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテ－ション等のサ－ビス

提供の場において、又はＩＣＴを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助

言を行うことを定期的に行うこと。 

○ 生活機能向上加算（Ⅱ）  200単位 

訪問リハビリテーション・通所リハビリテ－ションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハビリテ－ションを実施している医療提供施設

（原則として許可病床数２００床未満のものに限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚

士・医師が訪問して行う場合 
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○ 緊急時訪問介護加算 

   居宅サービス計画に位置づけられていない緊急な訪問介護（身体介護に限る）を行っ 

   た場合には、緊急加算として 100単位となります。 

 

  ○ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

 基本サービス費に各種加算を加えた総単位数に 24.5％を乗じた単位数で算定されます。 

 

〇 高齢者虐待防止措置実施    

 

（2）利用者負担分は、月末締め請求分を翌月２0日までに郵便局口座より引落し、もしくは 

現金にて集金させていただきます。 

 

（3）上記の利用者負担金は、法定代理受領（現物給付）の場合について記載しています。 

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなる場合 

があります。その場合は、一旦介護保険外の場合の料金をいただき、サービス提供証 

明書を発行、後日仙台市に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。 

 

 ７． キャンセル規定 

 

   訪問介護サービスでは、利用者のご都合でサービスを中止する場合で、前日の午後 

５時までにご連絡のない場合は介護報酬の１０％のキャンセル料がかかります。 

前日の午後５時までにご連絡をいただいた場合は無料です。  

 ＊ ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情のある場合はキャンセル料 

はかかりません。 

 

8．   秘密保持 

 

   （１）事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びそ 

の家族に関する秘密を漏らしてはならない。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 

    （２）事業者は、利用者またはその家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者 

会議等において、利用者またはその家族の個人情報を用いません。 

 

９． 緊急時及び事故発生時の対応 

 

    担当ヘルパーはサービス提供中に利用者の状態に急変その他の緊急事態が生じたとき 

は、緊急時連絡票（契約時に配布）に基づき速やかに家族、主治医、ケアマネジャーに連 

絡し、適切な処置を行うこととします。主治医に連絡が困難な場合は、救急搬送等の処置 

を講ずるものとします。担当ヘルパー又はサービス提供責任者が前項についてしかるべき 
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処置をした場合は、速やかに管理者に報告すると共に記録を残し、必要に応じ事業所は市 

町村への報告をします。 

尚、事業所内に「緊急時対応利用者名簿一覧」を備えておく事とし、月 1度のメンテナン 

スをすることとします。 

 

 

‹緊急時の連絡先› 

 

 

利用者の 

主治医 

 

 

 

  

氏 名 

 

 

 

 

  

医療機関名称 

 

 

 

 

住 所 

  

電 話 番 号 

 

 

 

 

 

緊 急 連 絡 先                   

➀ 

 

氏 名 

 

 

 

 

 

住 所 

 

 

 

 

 

電 話 番 号 

 

 

 

 

 

 

緊 急 連 絡 先       

② 

 

 

 

 

氏 名 

 

 

 

 

 

住 所 

 

 

 

 

  

電 話 番 号 

 

 

 

 

 

 

１０． 虐待防止に関する事項 

    事業所は、利用者等の人権・虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を 

   行うとともに、その事業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。 
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１１． 相談窓口・苦情対応 

桜ヶ丘ヘルパーステーション 

相談窓口   

担当者   木町 敏子 

   

所在地 仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－１ 

電話番号  ０２２－３０３－２０７１ 

FAX     ０２２－２７７－１５７１ 

ご利用時間 ９：００～１８：００ （月～土） 

第三者委員苦情相談窓口 

窓口担当者名 

 佐々木 真由美 

所在地 青葉区柏木１－２－４５ フォレスト仙台５階 

電話番号  ０２２－２７６－５２０１ 

FAX   ０２２－２７６－５１６０ 

ご利用時間  ９：３０～１７：００ （月～金） 

青葉区役所 

介護保険課介護保険係 

所在地 青葉区上杉 1-5-1 

電話番号 ０２２－２２５－７２１１ 

宮城野区役所 

介護保険課介護保険係 

所在地 宮城野区五輪 2-12-35 

電話番号 ０２２－２９１－２１１１ 

太白区役所 

介護保険課介護保険係 

所在地 太白区長町南 3-1-15 

電話番号 ０２２－２４７－１１１１ 

若林区役所 

介護保険課介護保険係 

所在地 若林区保春院前丁 3-1 

電話番号 ０２２－２８２－１１１１ 

泉区役所 

介護保険課介護保険係 

所在地 泉区泉中央 2-1-1 

電話番号 ０２２－３７２－３１１１ 

宮城総合支所 

障害高齢課 高齢者支援係 

所在地 青葉区下愛子字観音堂 5 

電話番号 ０２２－３９２－２１１１ 

秋保総合支所 

保健福祉課 福祉係 

所在地 太白区秋保町長袋字大原 45-1 

電話番号 ０２２－３９９－２１１１ 

 

仙台市 介護事業支援課 

     居宅サービス指導係 

所在地  仙台市青葉区国分町３丁目７－１ 

電話番号  ０２２－２1４－８１９２ 

FAX     ０２２－２１４－４４４３ 

ご利用時間  8：3０～１7：００ （月～金） 

 

国民健康保険団体連合会 

 介護保険課 

所在地  仙台市青葉区上杉１丁目２番３号 自治会館６階 

電話番号  ０２２－２２２－７７００ 

ＦＡＸ     ０２２－２２２－７２６０ 

ご利用時間  ９：００～１６：００ （月～金） 

 

１２． 当法人の概要 

 

名称・法人種別 社会福祉法人 こーぷ福祉会 

代表者名 理事長 河野 雪子 

所在地・電話 所在地 仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－１ 

電話番号     ０２２－２７９－２９４１ 

ＦＡＸ        ０２２－７１９－３１６５ 

業務の概要 居宅介護支援事業 2、通所介護 2、訪問看護 2、訪問介護

1、地域包括支援センター１、定期巡回ｹｱステ－ション 1、シ

ョ－トステイ 1、サービス付き高齢者向け住宅 1、 
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■訪問介護、及び介護予防・日常生活支援総合事業の提供開始にあたり、利用者に対して、 

本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

事業者       

〒981-0961 

所在地  仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－１ 

 

名称   社会福祉法人 こ-ぷ福祉会 

こ～ぷのお家  桜ヶ丘ヘルパーステーション 

         

     施設長    西 村  一 哉    印  

 

令和   年   月   日 

 

説明者  桜ヶ丘ヘルパーステーション 

           

氏名                     印 

 

□私は、本書面により事業者から訪問介護、及び介護予防・日常生活支援総合事業についての

重要事項の説明を受けました。訪問介護、及び介護予防・日常生活支援総合事業の提供開始に

同意致します。 

  

令和   年   月   日 

  

利用者 住所 〒  

                                    

       氏名                         

                                        

（代理人）住所 〒 

                                      

    氏名                         

                                                           

    家  族  住所 〒  

                                                           

           氏名 

                                            （続柄 ：        ） 


